
維持管理（点検&メンテナンス）について
お施主様へ

後工事及び増築の際のご注意

再塗装や補修工事などについては、適切なメンテナンスを行なうため、原則建築物を建設された専門工事業者様に
ご依頼ください。（メンテナンス費用はお施主様ご負担となります。）

点検項目は日常点検項目を基本とした、専門業者による点検となります。

●金属サイディング本体・役物にキズ付き・こすれ等が発生している場合は、現場仕上げ塗料（補修塗料）にて塗装してください。
　塗装ですまない場合には、張替えまたは交換を行ってください。張替えまたは交換を行う場合は同等品又は代替品になります。

外壁のメンテナンス方法

日常点検とは別に専門業者による定期点検を５年に１回程度を目安として実施するようにお願いします。
適切な定期点検を行うため、専門工事業者様にご相談ください。（費用はお施主様ご負担となります。）

定期点検

金属サイディング本体・役物の補修

●５～１０年を目安に点検確認を実施し、経年による変褪色が発生している場合は再塗装してください。
　塗装は専門工事業者様にご相談ください。
●多色塗装品などは、塗装表面の劣化状況や塗装方法等により、もとの外観を再現できない場合がありますのでご了承ください。
　再塗装を実施する場合は、予めシーリング部などの点検後に実施してください。

金属サイディングの再塗装

●不具合部分のシーリングを除去し、同じ材質のシーリング材で打ち替えてください。（撤去後の状態に応じて、必要な場合はプライマー塗布を
　お願いします。）詳しくは、専門工事業者様にご相談ください。

シーリングの打ち替え

●看板、エアコン等を後取付けする場合は、金属サイディングに直接固定することはさけて、必ず適切な補強をした下地に
固定してください。

●既存の建物に増改築などによって新築の接続をする場合は、必ず縁を切って施工してください。
　既存部分と新築部分の建物挙動の違いによる問題が起こりやすくなります。

● 金属サイディングが破損し、補修、張替え工事が必要になった場合、
元請様（工務店様）にご相談の上、必ず専門業者にご依頼ください。

● 軒先からの雨だれにより金属サイディングに常時はねがあたる場合は、
雨といをかけたり芝をしくなどはねが起こらない工夫を行ってください。

● 金属サイディング本体の表面に外部からの強い衝撃を与えると、へこみ等
の原因になります。壁面に強い衝撃（ボール当て・自動車の車庫入れ時の
接触等）を与えることは避けてください。

安全に関するご注意

施工業者様へのお願い

外壁は紫外線､風雨にさらされる過酷な条件下にあります｡各部分の材質、性質をご考慮いただき、
正しい方法でこまめなお手入れと定期的なメンテナンスが住まいの外観をいつまでも美しく保つヒケツです。

表面が変色したり、傷付いたりする可能性があります。
下記のことはお避けください。

住まいの美しさを維持するために

● 汚れは家庭用中性洗剤をスポンジまたは、
柔らかい布等に含ませて軽くこすり洗いし、
洗浄後は水洗いしてください。

※こびりついた汚れは落としにくくなりますので
定期的に点検し、金属サイディングを美しく
保ってください。
（5年程度を目安に点検をしてください。）

● シンナー、ベンジン、アルコール、トルエン、
ガソリン、灯油等の有機溶剤のご使用は
避けてください。

● 酸、アルカリ系洗剤および、研磨剤入りの洗
剤のご使用は避けてください。（※当社推
奨洗剤は除く）

● 洗浄時は金タワシ、ワイヤーブラシ、ナイロ
ンブラシ、鋭利な金属等のご使用は避け
てください。

● シーリング切れやひび割れ等は
下地材等の腐朽の原因になり
ますので定期的に点検して
ください。（5年程度を目安に
点検をしてください。）

● シーリングの打ち替えは元請
様（工務店様等）にご相談の
うえ、必ず専門工事業者にご
依頼ください。

■お手入れ方法
● 積雪で埋もれるなど金属サイディングが常時ぬれた状態になると、金属
サイディングがさびる恐れがあります。除雪など対策を講じてください。

● また、落雪した雪が金属サイディングに当たると破損する恐れがあります
ので、雪囲いなど対策を講じてください。

● 表面塗膜の劣化や腐食の原因となりますので、軒下、ひさし、バルコニーや
出窓の下など雨水が当たりにくい部分や腐食物質の付着の恐れがある箇
所を定期的（年に1～2回）に洗浄してください。

［建築物の立地条件と清掃回数目安］
● 特に汚れのひどい工業地帯や海浜地域では清掃回数を増やしてください。

■維持管理についてのご注意

■開口部廻り等のシーリングが切れている場合
　（開口部役物と金属サイディング本体の挿入部）

● ご愛用のしおりは必ずお客様にお渡しください。

お客様へのお願い
● ご使用前にこの「ご愛用のしおり」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
● 本体の再塗装や補修工事・配管工事などの後工事は、元請様（工務店様）にご相談のうえ、
 必ず専門工事業者様にご相談ください。

■次の様な場合、弊社では責任を負いかねますのでご了承ください。
●天災地変または、地盤、周辺環境、公害などに起因する金属サイディングの損傷および、通常の経年
変化による汚れ、変色等が発生した場合。

●入居者の維持管理不足および、入居者または、第3者の故意、過失により不具合が発生した場合。
入居者が増改築や補修等を行い各種の器具や付属品を取り付けたために不具合が発生した場合。

●建物の構造上に起因する変形、変位または、結露、下地材の腐朽等による不具合が発生した場合。
●所定の現場施工工事が行われないで不具合が発生した場合。またはシーリング等の適切なメンテ
ナンスが行われないで不具合が発生した場合。

●施工後、経年変化により金属サイディング固定、かん合部等に緩みが発生した場合。
●施工に起因する事故、釘部のサビまたは、もらいサビおよび、カビによる汚染等が発生した場合。
●瑕疵を発見後、速やかに届け出がなされなかった場合。

■やけどのおそれがあります。
※真夏の日照りが強い時、金属サイディングの表面（金属面）温度が
　高くなり、やけどのおそれがありますので、ご注意ください。

必ず守る

定期的な清掃

シーリング
部分点検

有機溶剤・研磨剤等の
使用禁止

ご愛用のしおり
保管用

金属サイディング

お施主様が商品を安全に正しくご使用いただくために、下記内容を、ご説明または、コピーしてお渡しください。〈お得意様へのお願い〉

禁止

不具合現象の
調査・確認

不具合の
ご相談

（住宅会社様、工務店様）
適切な施工

④
不具合
相談

②
「点検」
適切な

「メンテナンス」

元請業者様

ケイミュー

③
外壁材販売
外壁材の保証

①
外壁材施工
住宅の保証

不具合発生

外壁材の製品保証のしくみ
①  住宅の外壁は、外壁材（金属サイディング）本体と適切な施工によって、はじめて外壁材としての機能及び品質性能が発揮されます。
　※適切な施工の詳細は、金属サイディング「はる・一番」設計施工マニュアルをご参照ください。
②  外壁材の性能維持のためには、「点検」と適切な「メンテナンス」が必要です。　これを繰り返し行うことで、外壁材のみならず建物を
長持ちさせることができます。

　※「点検」と適切な「メンテナンス」については、 P48～49 維持管理（点検&メンテナンス）についてをご参照ください。
③  適切な施工及び「点検」と適切な「メンテナンス」が充分に行われた上で、外壁材の製品に起因する不具合に対し、弊社と元請業者様
の間で製品保証をさせていただきます。

④  万一、不具合が発生した場合は元請業者様（住宅会社様、工務店様）にご相談ください。元請業者様の要請を受け、弊社による不具合

 

　　　　　　　　　現象の調査及び確認をさせていただきます。

●商品に関するお問い合わせは、最寄りの営業所または、ケイミューホームページからお願いいたします。

https://www.kmew.co.jp/inquiry/
カタログ、サンプルのご請求は、最寄りのケイミュー営業所にお問い合わせください。カタログのご依頼はホームページからもお申込みいただけます。　https://www.kmew.co.jp/catalog/
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